
小日向二丁目国有地における特別養護老人ホーム等 

整備・運営事業者の公募に関する質疑回答書 

No. 質 問 回 答 

１ 

小日向二丁目特別養護老人ホーム等整

備予定地の敷地ＣＡＤデータを提供いた

だきたい。 

（参考資料３「設計図面」の最終ページ

にある【参考図】仮設平面図⑵でも可） 

国より、敷地ＣＡＤデータの提供はな

く、参考資料３「設計図面」のＣＡＤデ

ータについても提供できません。 

本公募においては、地積測量図（公募

要項添付）、平面図（事業者説明会配布参

考資料）を参考に、作成してください。 

２ 

Ｐ14，13－⑴－イ交付時期について 

融資を受けない場合の取扱い及び例と

して定員１人当たり 5,640,000円の補助

額×定員＝補助額合計の半額を融資、半

額を自己資金で行った場合の補助の取扱

いについて伺いたい。 

融資を受けない場合は、補助額合計を

20で除した額、融資を受ける場合は、融

資額が補助額合計を下回る場合も含め、

補助額合計を借入年数で除した額を年度

ごとに交付します。 

３ 

Ｐ14, 13－⑴－イ(別記様式第 11号 )

「資金計画書」内借入比率の確認方法に

ついて（７月 20日 説明会時説明の再確

認） 

本公募の特別養護老人ホーム施設整備

費補助金交付時期は償還払いということ

で、借入比率は、“借入額より整備費補

助金額を差し引いた金額で算出する”と

いう認識でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

４ 

Ｐ６,７－⑶(別記様式第 11号 別添

２)地域密着型の補助額に関して 

東京都老人福祉施設整備費補助協議時

は、地域密着型施設の補助額は選定額の

1/2ですが、本公募に関しては“選定額

全額が補助額”になるという認識でよろ

しいでしょうか。 

文京区定期借地権利用による地域密着

型サービス等整備促進補助金の補助率

は、都定借補助制度と同様、選定額（補

助基準額（路線価の２分の１。10億円を

限度。）と補助対象の実支出額とを比較し

て少ない額）の 10/10です。 

なお、補助額の算出方法の詳細につい

ては、別記様式第 11号別添２をご確認く

ださい。 



 

 

５ 

Ｐ15, 13－⑶－ア－(エ)地域交流スペー

ス併設加算について 

上記併設加算は、特別養護老人ホーム 

防災拠点型地域交流スペース整備費補助

金に加え、グループホームとしてユニッ

ト数分加算可能という認識でよろしいで

しょうか。 

※下記のとおり、回答内容を一部修正いた

します（赤字下線部）。改めてご確認くださ

い。（８月 10日修正） 

地域交流スペース併設加算は、Ｐ14,12

－⑴－エの防災拠点型地域交流スペース

の補助と併用可能です。対象スペースが一

体的である場合は、整備費を特別養護老人

ホーム及びショートステイと認知症高齢

者グループホームとで面積按分し、それぞ

れの整備費に対して補助します。 

なお、防災拠点型地域交流スペースの面

積の判定は、面積按分後の面積で行いま

す。 

また、地域交流スペース併設加算の補

助基準額は１ユニット当たり 10,000,000

円で、補助基準額と対象経費の実支出額

（上記按分後の額）の 1/2とを比較して

いずれか少ない額を加算します。 

６ 

Ｐ７, 8がけ地整備に関する基本的事

項について 

令和４年 11月 13日区民説明会の質疑

No.６の回答①に「傾斜地は概ね 2,000

㎡程あるため、敷地北側部分や位置指定

道路を除くと施設整備が可能な敷地は約

4,500㎡である」と記載があります。 

また、公募要項 P8,カ－(イ)に「区おい

て工法を検討した際に行った測量及び地

質調査等の資料を借受者に貸与いたしま

す。」と記載があります。 

がけ地整備詳細を検討するに当たり、 

「がけ地の正確な面積」、「ボーリングデ

ータの CADデータもしくは PDFデータ」

を事前にお示しいただくことは可能でし

ょうか。 

区民説明会の回答「傾斜地概ね 2,000

㎡」については、がけ地全体になり、が

け地整備部分の面積ではありません。 

また、区において工法を検討した際に

行った測量及び地質調査等の資料は、公

募要項に記載のとおり、借受者に貸与し

ますので、本公募では提供することはで

きません。がけ地整備については、参考

資料１,２,３を基に検討してください。 

 



７ 

Ｐ６，【貸付料の負担イメージ】につ

いて 

公募要項記載の貸付料内容を【貸付料の

負担イメージ】に当てはめた場合、要項

Ｐ６，７－⑷－エ－( ウ )“拠点倉庫に係る

借地費用”の記載がありませんが、こち

らは「国の減額対象－５割－２分の 1

“区（がけ地部分、広場・遊歩道、）の

行に該当するという認識でよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 

８ 

Ｐ６，【貸付料の負担イメージ】最終

行“対象外（一時金を含む）”について 

借受者（一部）というのは、がけ地整

備期間中の一時貸付料を指しているとい

う認識でよろしいでしょうか。上記認識

の場合、要項Ｐ６,７－⑷－アが該当す

るという認識でよろしいでしょうか。 

また、区（育成室等部分）というの

は、要項Ｐ６,７－⑷－エ－( エ )“育成室

に係る借地費用”を指しているという認

識でよろしいでしょうか。 

「対象外、借受者（一部）」は看護小規

模多機能型居宅介護事業所の看護部分に

なります。 

一時貸付期間は、定期借地権設定契約

前の期間になりますので、【貸付料の負担

イメージ】には記載されておりません。 

「区（育成室等部分）」は、Ｐ６,７－

⑷－ウ及びエ－( エ )に当たります。 

９ 

Ｐ６,７－⑷－エ－( エ )「育成室に係る

借地費用」について 

育成室の貸付期間（要項 P12，11－⑵

－ウ）は（仮）令和 10年 4月 1日～令

和 25年 3月 31日までということです

が、育成室に係る借地費用の補助は、貸

付期間中（15年間）のみでしょうか。そ

れとも定期借地期間中補助対象でしょう

か。 

育成室運営期間は、15年間の予定です

が、育成室部分の借地費用の補助につい

ては、別途協議する予定です。 

なお、本公募の書類作成に当たって

は、定期借地権設定契約終了まで補助す

るものとして、作成してください。 



10 

Ｐ15,13－⑸「文京区小日向二丁目特

別養護老人ホーム等基盤維持事業補助

金」「ア．がけ地整備費」の補助上限額

が 1憶 5,000万円となっています。 

がけ地整備の設計、工事に要する費用

が補助上限額を超える場合は、超えた分

は応募者の負担になるのでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

11 

公募要項Ｐ15,13－⑹「育成室整備に

係る経費補助」について 

育成室部分の経費補助の補助上限額が

120,000千円となっています。 

別紙「育成室の基本仕様」を満たすよ

うに施設計画すると、育成室部分の建設

費は 120,000千円を超えることも予想さ

れます。「補助上限を超える場合は、別

途区と協議を行うこととします。」とな

っていますが、公募書類上の補助上限を

超えた部分は、応募者の自己負担になる

のでしょうか。 

補助上限を超える場合は、別途区と協

議を行うこととなりますが、本公募の書

類作成に当たっては、育成室の整備費に

ついては、全額補助されるものとして、

作成してください。 

12 

Ｐ14,12－⑵「介護施設等の施設開設

準備経費等支援事業」、Ｐ15,13－⑷「文

京区介護施設等の施設開設準備経費等補

助金」 について      

上記２件の開設準備経費等補助金につ

いて、別記様式第 11号の資金計画書作

成の際にこれらの補助金は、どこに計上

すればよろしいでしょうか。 

開設準備経費等補助金については、資

金計画書に計上しないで、作成してくだ

さい。 



13 

工事の工程を検討する上で、計画地東

側道路の区道 899号線における、交通規

制を教えていただけますでしょうか。 

（現状一方通行であることは理解して

います。） 

管轄の警察署にご確認ください。 

14 

公募要項「（別紙）育成室の基本仕

様」について 

40人想定に対して、WCの数、静養室

などの記載があります。 

公募にて、育成室 40名×2室の要求で

すが、WCや静養室、シャワー室など全て 

2倍必要ということでしょうか。 

静養室や台所等、「（別紙）育成室の基

本仕様」に記載の項目について、基本的

には２室それぞれに整備をしていただき

ます。ただし、トイレについて、兼用が

可能な設計となっている場合は１か所に

まとめていただいて差し支えありませ

ん。なお、この場合も便器の数は２室分

整備をお願いします。誰でもトイレとシ

ャワー室については、２室で１つを兼用

することができるよう設計をお願いいた

します。詳細な設計内容については、事

業者選定後、別途協議をさせていただき

ます。 

なお、本公募の書類作成に当たって

は、誰でもトイレとシャワー室以外につ

いては、全て２室それぞれ必要なものと

して、作成してください。 

15 

P12，11 育成室整備に関する基本的

事項について 

１室当たり約１５０㎡を基準に整備と

ありますが、１５０㎡とは専用区画・事

務スペース・水回り等を含んだ面積でし

ょうか。 

また、事務スペース・水回り等は、専

用区画２室に対してそれぞれ必要でしょ

うか。 

１５０㎡は専用区画・事務スペース・

水回り等を含んだ面積です。 

事務スペースや台所等、「（別紙）育成

室の基本仕様」に記載の項目について、

基本的には２室それぞれに整備をしてい

ただきます。ただし、トイレについて、

兼用が可能な設計となっている場合は１

か所にまとめていただいて差し支えござ

いません。なお、この場合も便器の数は

２室分整備をお願いします。 



16 

P11，10－(2)－ウ 広場・遊歩道につ

いて広場、敷地内を周遊する遊歩道を整

備とありますが、計画上がけ付近に遊歩

道の整備が困難な場合は、回遊性が無い

ものでもよろしいでしょうか。 

広場、敷地内を周遊する遊歩道の整備

については、住民からの要望により整備

するものです。その要望を考慮した上

で、事業者の提案の中で計画してくださ

い。 

17 

Ｐ７，８「がけ地整備に関する基本的

事項」について 

外周道路には積載量 3t未満の規制が

かかっておりますが、参考資料 3【参考

図】仮設平面図（2）(法面工）には、

10tミキサー車が記載されております。 

伐採工においても、16tクラスのラフ

タークレーンを補助として使用したいと

考えておりますが、積載量の規制解除は

可能と考えてよろしいでしょうか。 

交通規制の解除については、大塚警察

署と協議の上、許可を受けてください。 

18 

Ｐ７，８「がけ地整備に関する基本的

事項」について（参考資料２、３） 

ルートパイル工において、施工箇所近

傍には家屋が存在しております。通常削

孔機械として用いられるロータリーパー

カッションは、施工時に金属音が発生す

るため、騒音対策の実施もしくは施工機

械の見直しが必要となりますが、打撃を

加えない削孔方法で施工できる機械の施

工をお考えでしょうか。 

擁壁や近隣に影響が出ないよう、工法

及び施工機械等を選定してください。 

19 

Ｐ７，８「がけ地整備に関する基本的

事項」について（参考資料３） 

管理用通路は、一般的な単管パイプと

足場板を使用する計画となっております

が、こちらは公募要項Ｐ８，８－⑵－カ

－( ウ )「必要に応じて管理用通路を設ける

等～」に該当する恒久的に残置する設定

という通路の認識でよろしいでしょう

か。 

定期借地権設定契約期間、がけ地を適

切に維持管理できるよう、必要に応じ

て、仕様を検討の上、管理用通路を設け

てください。 



 

 

 

 

 

20 

Ｐ６,７－⑷「文京区小日向二丁目特

別養護老人ホーム等基盤維持事業補助

金」について 

・記載項目アの補助額について 

東京都整備費補助内示前の工事となる

ため、別記様式第 11号「資金計画書」

への記載対象外 

・記載項目イ～エの補助額について 

別記様式第 11号「資金計画書」“資金

調達内訳－用地費”内の“区補助金（基

盤維持）”へ事業ごとに金額を記載する

という認識でよろしいでしょうか。 

・併せてア～エの交付時期をご教示願

います。 

・記載項目アの補助額について 

ご理解のとおりです。 

・記載項目イ～エの補助額について 

定期借地権設定に伴い定期的に支払う

べき性格を有する費用と、前払いの性格

を有する費用についてご理解いただき、

資金調達内訳書を作成してください。 

・交付時期について 

補助対象事業の実施後、年度ごとに、

速やかに交付できるよう、借受事業者と

別途協議させていただきます。 

21 

Ｐ15,13－⑸「文京区小日向二丁目特

別養護老人ホーム等基盤維持事業補助

金」について 

・記載項目アの補助額について 

東京都整備費補助内示前の工事となる

ため、別記様式第 11号「資金計画書」

への記載対象外 

・記載項目イ～ウの補助額について 

別記様式第 11号「資金計画書」“資金

調達内訳－施設整備費”内の“区補助金

（基盤維持）”へ事業ごとに金額を記載

するという認識でよろしいでしょうか。 

・併せてア～ウの交付時期をご教示願

います。 

・記載項目アの補助額について 

ご理解のとおりです。 

・記載項目イ～ウの補助額について 

ご理解のとおりです。 

・交付時期について 

アの補助対象事業については、前払い

及び完了払いでの交付を予定しておりま

す。イ、ウの補助対象事業については、

施設整備竣工後に竣工年度内に交付予定

です。 



No. 質  問 回  答 

22 

Ｐ４，６ －⑶に「貸付期間の初日から

起算して 10年間に限り、貸付料が減額（5

割を限度）されます」とあり、 

Ｐ６，７－⑷－イにおいて、10年目以

降は区が 5割補助すると記載あります。 

これらの減額又は補助額の考え方です

が、5割減額（補助）というのは前納貸付

料（一時金）を考慮せず、5割減額（補

助）という認識でよろしいでしょうか。 

（計算例）減額又は補助額＝ 

貸付料 11,283 千円×12 か月×貸付期間 50 年÷２ 

ご理解のとおりです。 

23 

Ｐ15，13-(5)「文京区小日向二丁目特別

養護老人ホーム等基盤維持事業補助金」

（ア～ウ）について 

別記様式第 11号資金計画書の「資金調

達内訳-施設整備費-区補助金（基盤維

持）」に金額を反映させる場合、内訳は全

て「特養・ショート」の項目に入力すれば

よろしいでしょうか。 

あるいは「特養・ショート」、「防災拠点

型地域交流スペース」、「地域密着型サービ

ス（認知症高齢者 GH又は看護小規模多機

能型居宅介護事業所）」、「育成室」のそれ

ぞれに按分すればよろしいでしょうか。 

アについては質疑回答書№20のとおり記

載不要です。 

イ、ウについては、 

「特養・ショート」、「防災拠点型地域交

流スペース」、「地域密着型サービス（認知

症高齢者 GH又は看護小規模多機能型居宅介

護事業所）」、「育成室」に按分して入力して

ください。 

24 

Ｐ６,７－⑷「文京区小日向二丁目特別

養護老人ホーム等基盤維持事業補助金」に

ついて 

別記様式第 11号資金計画書の「資金調

達-用地費-区補助金（基盤維持）」に金額

を反映させる場合、アの一時貸付料とイ及

びエの定期的に支払うべき費用については

除き、ウの金額のみ入力すればよろしいで

しょうか。 

ご理解のとおりです。 



25 

質疑回答書 No.４について 

「令和４年度 定期借地権利用による整備

促進特別対策事業補助金交付要綱 ３福保

高施第２３０２号」別表２の中で、区市町

村補助事業－イ認知症高齢者グループホー

ムは、補助率１／２となっておりますが、

今回は都補助事業に準ずる形で補助率 10

／10になるという理解でよろしいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。 

26 

質疑回答書 No.５「対象スペースが一体

的である場合」について 

①地域交流スペースが建屋内の「利用者

共用スペース」となっている場合、地域交

流スペースの整備費用を特養＋ショートと

認知症ＧＨで面積按分し、認知症ＧＨ分費

用１／２と補助基準額を比較するという理

解でよろしいでしょうか。    

②また、１ユニット当たり 1千万円の補

助ということですので、２ユニットの場合

２千万円との比較となりますでしょうか。 

③なお、文中「面積の判定」の部分につ

きまして、防災拠点型地域交流スペース面

積を、特養（+SS）と認知症 GHの面積で按

分し、各々が 190㎡未満であれば整備補助

の対象外になるということでしょうか。 

①②ご理解のとおりです。 

 

③按分した特養＋ショート分の面積が

190㎡未満の場合は、防災拠点型地域交流

スペース補助の対象外ですが、認知症高齢

者グループホーム分の地域交流スペースに

は面積基準がないため、地域交流スペース

として適正な利用ができると判断される場

合は、190㎡未満であっても補助対象とな

ります。 

27 

 応募書類 No.35事故発生報告書について 

１件の事故に対して、「第１報報告書」、

「第２報報告書」、「最終報告書」と複数回

にわたって市区町村へ提出をしている場

合、全て提出が必要でしょうか？ 

「第 1報報告書」では、事故原因分析や再

発防止策が未記入であるため、「最終報告

書」のみの提出でよろしいでしょうか。 

「第１報報告書」から「最終報告書」ま

で、全て提出してください。 



 

28 

Ｐ20、20「公募・審査の流れ」について 

“令和７年 11月（予定） 定期借地権設

定契約締結（国）”下行の“建設工事着

工”は“令和７年度中に工事着工”という

意味でしょうか。要項内に記載のある令和

10年度中の竣工、開設予定で検討した場

合、工事着工目標が令和８年度中でも支障

ないでしょうか。 

「公募・審査の流れ」“令和７年５月下旬

（予定）東京都老人福祉施設整備費補助内

示”と記載のとおり、令和７年度に内示を

受けていただく予定です。「東京都老人福祉

施設整備事業補助協議の概要 開設までの

スケジュール」、「特別養護老人ホーム等整

備費補助制度の概要 “整備費補助の流

れ”」をご確認の上、工事着工年度をご検討

ください。 

29 

Ｐ10，10－⑵－ア「防災拠点型地域交流

スペース」について 

防災拠点型地域交流スペース整備に当た

り、備蓄倉庫は地域交流スペース内に整備

した上で 190㎡以上であれば問題ないでし

ょうか。 

また、190㎡以上の地域交流スペースに

隣接して備蓄倉庫を整備し、合算した数字

を地域交流スペースの面積としてもよろし

いでしょうか。 

Ｐ10，10－⑵－アに記載の要援護者を受

け入れる際に使用する食料品等を備えるた

めの備蓄倉庫については、地域交流スペー

ス内に整備してください。 

Ｐ11，10－⑵－イの備蓄倉庫について

は、地域交流スペース外に整備していただ

き、防災拠点型地域交流スペースの面積に

は含みません。 

30 

Ｐ６，７－⑷「文京区小日向二丁目特別

養護老人ホーム等基盤維持事業補助金」に

ついて 

・ウ 育成室に係る借地代であって前払

いの性格を有する費用 

・エ－( ウ )「10(2)イ( ア )拠点倉庫」に係る

借地費用（区が準備する災害用備蓄物資等

を保管する拠点倉庫） 

・エ－( エ ) 育成室に係る借地費用 

 上記施設については文京区にて管理さ

れると思われますが、前払い金及び借地費

用算出時の面積按分では施設共用面積は含

めず、専用面積のみで算出すればよろしい

でしょうか。 

・エ－( イ )「10(2)ウ広場・遊歩道」整備

部分に係る借地費用の面積算出の考え方を

ご教示願います。 

ウ、エ－(ウ)、 (エ)の借地費用算出時の面積

按分については、共用面積も含めて按分し

てください。 

エ－(イ)の借地費用の面積は、広場、遊歩

道として整備していただいた部分の面積と

なります。 



No. 質  問 回  答 

31 

別記様式第６号 

① 特別養護老人ホーム について 

・特養部分 についてのみでよろしい

でしょうか。短期入所生活介護は含みま

すか。ユニット型については区分できま

すが、従来型は区分できにくい部分があ

ります。 

・併設のサービス（デイサービス等）

は併設事業への記載でよろしいでしょう

か。 

② 利用者負担額（第４段階 ）の記載

について 

・介護保険の利用者負担、食費負担、

居室負担等があり、要介護度によって異

なってくるのですが、何を金額として記

載すればよろしいでしょうか。 

応募書類作成要領Ｐ10、運営施設一覧記入

例を参照して作成してください。 

 

32 

応募書類作成要領Ｐ６，２－27－⑵

「縮尺は 1/200以上とすること。（建物

配置図、日影図は除く。）」について 

Ａ３版に納まらない場合は、1/300とし

てもよろしいでしょうか。 
Ａ３サイズで納まらない場合は、“1/200で

２枚に分けたもの”と、“任意の縮尺で、Ａ

３サイズに納めたもの”の両方の提出をお願

いいたします。 

33 

応募書類作成要領Ｐ６，２－27－⑵

「縮尺は 1/200以上とすること。（建物

配置図、日影図は除く。）」について 

Ａ３サイズで納まらない場合は、２枚

に分けて作図する又は縮尺を 1/250で作

図することでよろしいでしょうか。 

34 

定期借地権一時金の算定については、

位置指定道路・私道の面積を除いた面積

で算定とあるが、借地料を算定するとき

は位置指定道路等の面積を含んだ面積で 

算定するのでしょうか。 

本公募においての借地料、また、契約希望

価格の算定は、事業者の責任において算出し

てください。 



35 

借地料の補助金算出に当たり、特養、

地密サービス、育成室、がけ地、広場、

倉庫等で按分する必要が出てくると思い

ますが、その按分の仕方をどう考えたら

よいでしょうか。 

がけ地・広場等の建物のない部分は、

各々実測敷地面積とし、施設底地の敷地

面積分については、全体敷地面積からそ

の実測部分を控除した面積を、施設ごと

の延べ床面積比率で按分すればよいでし

ょうか。 

本公募の借地料の補助金算出においては、

建物のない“がけ地・広場・遊歩道”の部分

は、各々実測敷地面積とし、育成室、拠点倉

庫は、敷地全体を特養、地域密着型サービ

ス、育成室、拠点倉庫それぞれの延床面積で

按分した面積としてください。 

36 

定借権一時金の補助金算出表について 

別記様式第 11号の別添２ 地域密着型

サービスの定借権一時金補助金算出表に

おいてＧ欄の補助率が 10／10 になって

いるが、1／2 でなくてよいでしょう

か。 

質疑回答書№４、№25をご確認ください。 

37 

育成室の初度備品費、備蓄倉庫の非常

用発電設備等の設備費については、資金

計画に事業者負担で計上するのでしょう

か。 

Ｐ11，10－イ－( イ)の備蓄倉庫の非常用発電

設備等の設備費は、事業者負担で計上してく

ださい。 

38 

育成室について 

貸付期間 令和 25 年 3 月 31 日迄です

が、それ以降の建物運用はどうなります

か。 

別途協議する予定です。質疑回答書№９に

ついてもご確認ください。 

39 

別記様式第 9号，第 10号，第 23号,

第 24号,及び第 25号 について 

適宜枠を広げて、とありますが、ペー

ジ数の上限はありますか。 

フォント、文字の大きさ、行間の指定

はありますか。 

ページ数の上限はありません。 

フォント、文字の大きさ、行間の指定はあ

りませんが、各様式とのバランスを考慮して

作成してください。 



40 

応募書類№34 「監督官庁の指導検

査 ・監査 における指摘文書及び改善報

告書 一式」（特別養護老人ホーム）につ

いて 

令和２.３年度の実地指導は新型コロ

ナの影響でオンラインの動画視聴での受

審でした。 

本対応を最新の履歴として数えてよろ

しいでしょうか。 

指導検査（集団指導を除く）・監査におけ

る監督官庁からの指摘文書（結果通知）及び

監督官庁に提出した改善報告書をご提出くだ

さい。 

41 

応募書類№36「現在運営している施設

に関する資料(パンフレット等）」につい

て 

事業所単体のパンフレットか法人単位

又は、事業部単位でのパンフレットでも

よろしいでしょうか。 

運営施設一覧に記載された施設が掲載され

ているパンフレットをご提出ください。 

42 

看護小規模多機能居宅介護事業者を整

備する場合について 

その他事業として訪問看護事業所の併

設が認められていますが、一般的に東京

都が求める訪問看護事業所の設備基準で

よろしいでしょうか。何か文京区として

求めるものはありますでしょうか。 

文京区として個別に求める設備基準はあり

ません。 

43 高低測量図はいただけますか。 
事業者説明会分質疑回答書№５をご確認く

ださい。 

44 

測量図では、通路部分 187-２の地積

が、259.12㎡となっています。 

Ｐ５.７－(1)－エに、私道・位置指定

道路の面積が 315.95㎡となっています

が、この差がわかる資料はありますか。 

事業者説明会にお渡しした「文京区小日向

二丁目特別養護老人ホーム等基盤維持事業補

助金交付要綱」別記のとおり、187－１には

私道が含まれております。この私道を含み

315.95㎡となります。 

この差がわかる資料はありません。 

45 

Ｐ11.10－⑵－イ―(ア)80㎡の拠点倉

庫について、整備費用及び前納貸付料

は、事業者負担でしょうか。 

ご理解のとおりです。 



 

46 

Ｐ11，10－⑵－イ―(ア)80㎡の拠点倉庫

について、独立したプレハブ倉庫のイメ

ージでしょうか？建物内の一部に整備で

もよろしいでしょうか。 

Ｐ11，10－⑵－イについては、( ア )と( イ )を合

わせた内容の備蓄倉庫になります。内容をご

確認の上ご検討ください。 

47 

公募要項に位置指定道路と記載されて

いるのは、地番 187-2の敷地を指すと考

えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

48 

地番 187-1、187-2の敷地について、

建築計画における建ぺい率・容積率の算

定、北側斜線や日影の算定などにおいて

は、この部分も含めて計画するというこ

とでよろしいでしょうか。 

建築基準法、その他法令に従って計画して

ください。 

49 

地番 187-1の敷地は駐車場、187-2の

敷地は道路としての用途のみ可能と考え

てよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

50 

敷地は、現況で引き渡しとなります

か。がけ部分には大きな木があり、がけ

地整備の際には伐採が必要になると考え

ますが、選定された事業者が実施するこ

とになるのでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

51 

育成室について 

運営開始が令和 10年 4月 1日の場

合、区との建物使用賃借契約は令和 25

年 3月 31日までとのことですが、その

後は育成室として使用されることはない

のでしょうか。法人所有のスペースとし

て他の用途への転用など有効活用を検討

すべきでしょうか。 

他の用途への転用の計画は必須ではありま

せんが、計画がありましたら、本公募におい

て、設計図、施設整備方針に反映してくださ

い。 

ただし、活用に当たっては、国と別途協議

を要するため、事業収支シミュレーションに

は反映しないでください。 

なお、質疑回答書№９、№38もご確認くだ

さい。 

52 

敷地について、元々建っていた建物の

杭等は地中に残されていないでしょう

か。 

Ｐ９，９－コー(ア)に記載の内容をご確認く

ださい。 


